
  

明石市環境基本計画について 

 

 環境基本計画とは、明石市の環境の保全及び創造に関する基本条例に定める基本理

念を具体化するための計画です。本計画には環境の保全と創造を図るという中長期的

な視野と、施策を実現していくという実務的な視野が必要です。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料３ 

「明石市の環境の保全及び創造に関する基本条例」抜粋 

（基本理念） 

第２条 環境の保全及び創造は、健全で恵み豊かな環境の確保がすべての市民の健康で文

化的な生活に欠くことができないものであることにかんがみ、これを将来にわたって維持

し、及び向上させ、かつ、現在及び将来の世代の市民がこの恵沢を享受することができる

ように積極的に推進されなければならない。 

２ 環境の保全及び創造は、環境への負荷が少なく、持続的に発展することができる都市

の実現を目的として、エネルギーの合理的かつ効率的な利用、資源の循環的な利用その他

の環境の保全及び創造に関する行動について、市、事業者及び市民が自らの活動と環境と

のかかわりを認識し、環境への十分な配慮を行うことにより推進されなければならない。

３ 環境の保全及び創造は、市、事業者及び市民のすべてがそれぞれの責務を自覚し、相

互に協力、連携して推進されなければならない。 

４ 地球環境保全は、市、事業者及び市民が自らの課題であることを認識して、それぞれ

の事業活動及び日常生活において積極的に推進されなければならない。 

■計画の位置づけ 


